
子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯、住民税均等割が非課税の方等が対象）

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯

に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給することにより、実情を踏まえた生活支援を行います。

※支給対象の方でも、申請が不要な場合と、必要な場合がございます。必ず下記内容をご確認ください。

◎子育て世帯生活支援特別給付金
　■ 支給額　対象児童１人あたり一律５万円　　■ 支給方法　口座振込

▶ひとり親世帯
　■ 支給対象者
　　 ①【申請不要】令和４年 4 月分の児童扶養手当の支給を受けている方
　　　　　　　　　 （６月中に児童扶養手当を支給している口座に支給済み）

　　 ②【要申請】公的年金等を受給していることにより、令和４年 4 月分の児童扶養手当の支給を受
　　　　　　　　  けていない方。（※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。）

　　 ③【要申請】令和４年４月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影
　　　　　　　　  響で家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

▶ひとり親世帯でない方
　■ 支給対象者
　　 ①【申請不要】令和４年 4 月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けており、令和４年度住

　　　　　　　　　  民税均等割が非課税の方（６月中に児童手当又は特別児童扶養手当を支給している

　　　　　　　　　 口座に支給済み）

　　 ②【要申請】対象児童（（令和４年３月 31 日時点で 18 歳未満の子）障害児については 20 歳未満）
　　　　　　　　の養育者で、以下のいずれかに該当する方
　　　　　　　　　・令和４年度の住民税均等割が非課税の方
　　　　　　　　　・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和４年度住民税均等
　　　　　　　　　　割が非課税である方と同様の収入にあると認められる方

　※令和４年４月から令和５年２月末までに生まれる新生児も対象となります。
　※この給付金はひとり親世帯分とひとり親以外世帯分の併給はできませんのでご注意ください。
▶高校生等のお子様がいらっしゃるご家庭へ
　【要申請】以下の対象者に当てはまる場合は申請が必要です。

　■ 支給対象者（①、②の両方にあてはまる方）
　　①対象児童（（令和４年３月 31 日時点で 18 歳未満の子）障害児については 20 歳未満）の父母等
　　②令和４年度住民税均等割が非課税の方または令和４年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課
　　　税相当の収入となった方

　※なお、先に掲載してある子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分、ひとり親世帯以外の方）
　　の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

問 福祉課子育て支援係 ☎ 内線 124

詳しくは
市HPから

■ 申請方法　福祉課窓口へ直接お越しいただき申請していただくか、電話連絡により、申請書の交
　　　　　　 付（郵送）を受け、申請書一式をご提出ください。

■ 申請期間　令和４年７月１日（金）～ 令和４年 7 月 29 日（金）
　　　　　　 ※ 最終申請期限は令和５年２月 28 日と定められていますが、給付金が受け取れる可
　　　　　　　   能性があると思われる世帯の方は、できるだけお早めに申請をお願いします。

保
健
・
福
祉

お
口
の
健
康
フ
ェ
ア

　

県
歯
科
衛
生
士
会
で
は
、
口
腔
保
健
の

維
持
向
上
の
普
及
啓
発
を
図
り
、
歯
科
衛

生
士
の
業
務
内
容
や
役
割
を
知
っ
て
も
ら

う
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
致
し
ま
す
。

■
開
催
日
　
８
月
７
日
（
日
）

　

13
時
～
15
時
30
分

■
開
催
場
所
　
鹿
児
島
県
歯
科
医
師
会
館

　

２
階　

研
修
室
１

■
対
象　

小
学
生
と
保
護
者
（
先
着
10
組
）

■
参
加
費
　
無
料

■
内
容　

①
お
口
と
体
の
健
康
に
つ
い
て
の
ク
イ
ズ

②
お
口
の
健
康
状
態
チ
ェ
ッ
ク

③
歯
科
衛
生
士
の
お
仕
事
や
学
校
紹
介

■
申
込
方
法
　

　

鹿
児
島
県
歯
科
衛
生
士
会
の
ホ
ー
ム　

　

ペ
ー
ジ
申
し
込
み

■
申
込
期
限
　
７
月
16
日
（
土
）

■
そ
の
他
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

　

症
の
発
生
状
況
に
よ
っ
て
は
、
中
止
に

　

な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
申
込
時
に
連

　

絡
先
を
必
ず
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。
中

　

止
の
場
合
に
の
み
ご
連
絡
致
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
保
健
課

　

健
康
増
進
・
元
気
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
係

　

☎
内
線
１
３
８
・
１
２
１

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
発
売

　

宝
く
じ
の
収
益
金
は
、
市
町
村
の
明
る

く
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
使
わ
れ
ま
す
。

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
は
、
Ｐ
Ｃ
や
ス
マ
ホ
か

ら
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
購
入
で
き
ま
す
。

■
販
売
種
類

〇
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ

　

１
等　

５
億
円
×
24
本

　

前
後
賞
各　

１
億
円
×
48
本

※
当
選
本
数
は
24
ユ
ニ
ッ
ト
の
場
合

〇
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ

　
１
等　

３
千
万
円
×
28
本

※
当
選
本
数
は
７
ユ
ニ
ッ
ト
の
場
合

■
販
売
期
間

　
７
月
５
日
（
火
）
～
８
月
５
日
（
金
）

■
抽
選
日
　
８
月
17
日
（
水
）

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
公
益
財
団
法
人

　

鹿
児
島
県
市
町
村
振
興
協
会

　

☎
０
９
９

－

2
0
6

－

１
０
０
１

令
和
４
年
度
国
民
年
金
保
険
料

の
免
除
申
請
開
始

　　
「
所
得
の
減
少
」、「
失
業
」
な
ど
の
理
由

に
よ
り
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
「
保
険
料
免
除
制
度
」
が

あ
り
ま
す
。

■
対
象
基
準
額
（
目
安
）

　

単
身
世
帯
（
扶
養
親
族
な
し
）

　

令
和
３
年
中
の
所
得
額

①
67
万
円
以
下
：
全
額
免
除　
　

②
88
万
円
以
下
：
４
分
の
３
免
除

③
１
２
８
万
円
以
下
：
半
額
免
除

④
１
６
８
万
円
以
下
：
４
分
の
１
免
除

■
免
除
期
間

　

令
和
４
年
７
月
分
～
令
和
５
年
６
月
分

　

ま
で
の
１
年
間

※
過
去
の
未
納
期
間
に
つ
い
て
は
、
２
年

　

１
か
月
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
で

　

き
ま
す
。

■
申
請
受
付
開
始
　

　

令
和
４
年
７
月
１
日
（
金
）

■
必
要
書
類

①
年
金
番
号
の
わ
か
る
も
の
又
は
個
人
番

　

号
の
わ
か
る
も
の　
　

②
離
職
票
又
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

　
（
失
業
者
の
み
）

※
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
利
用
し
た
電
子
申

　

請
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
！

　

電
子
申
請
に
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の

　
「
利
用
者
登
録
」
が
必
要
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課
市
民
係
☎
内
線
１
６
３

　

鹿
屋
年
金
事
務
所

　

☎
０
９
９
４

－
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－

5
1
2
1

▲ 登録は 
 　こちらから

垂
水
市
体
育
館
の
無
料
解
放

　

子
ど
も
の
遊
び
場
を
提
供
す
る
た
め
、

垂
水
市
体
育
館
を
無
料
解
放
し
ま
す
。
お

申
し
込
み
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
室

内
用
シ
ュ
ー
ズ
を
ご
準
備
の
う
え
、
直
接

お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
利
用
可
能
日

　

８
月
１
日
（
月
）、17
日
（
水
）、31
日
（
水
）

※
13
時
～
16
時
ま
で
利
用
可
能
で
す
。

■
利
用
可
能
場
所　

垂
水
市
体
育
館

・
１
階
フ
ロ
ア

　

ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
、
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
等

※
硬
い
ボ
ー
ル
（
野
球
ボ
ー
ル
、
バ
レ
ー

　

ボ
ー
ル
等
）
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

・
２
階
卓
球
場
等

　

卓
球
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

■
対
象
　
小
学
生
以
下

　
（
保
護
者
の
方
は
ご
利
用
で
き
ま
す
）

■
そ
の
他

・
保
護
者
の
方
が
同
伴
す
る
等
、
各
自
で
安

　

全
確
保
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

・
利
用
者
が
多
い
場
合
に
は
、
利
用
人
数
の

　

制
限
を
行
い
、
交
代
で
の
利
用
を
お
願

　

い
す
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

・
水
分
補
給
が
で
き
る
よ
う
、
各
自
で
ご
準

　

備
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
玄
関
ロ
ビ
ー

　

以
外
で
の
飲
食
は
原
則
禁
止
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

福
祉
課
子
育
て
支
援
係
☎
内
線
１
２
４

https://myna.go.jp
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